【別添】
管理者確保のための計画書
事業所等情報
	介護保険事業所番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	事業所・開設者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	

	
	名称
	

	事業所等の名称
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	

	
	名称
	



[bookmark: _Hlk69811144]１．主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由
	


※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

２．１．の理由が解消される見込み
	※解消の見込みに係る計画内容（方法、工程等）と時期を可能な限り具体的に記載すること


※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

令和　　年　　月　　日（法 人 名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）

※　変更届出書に添付してください。

【別添】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入例
管理者確保のための計画書
事業所等情報
	介護保険事業所番号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0



	事業所・開設者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　○○ｶｲ

	
	名称
	社会福祉法人　○○会

	事業所等の名称
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	△△△ｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

	
	名称
	△△△居宅介護支援事業所



１．主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由
	管理者である主任介護支援専門員の□□□□が健康上の理由により、急遽退職した。
主任介護支援専門員の資格を持つ、介護支援専門員を募集しているが、応募が無い状況である。引き続き、募集をかけていきます。


※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

２．１．の理由が解消される見込み
	※解消の見込みに係る計画内容（方法、工程等）と時期を可能な限り具体的に記載すること

　応募が無いため、急遽、介護支援専門員（主任介護支援専門員ではない）の資格を持つ、特別養護老人ホームの生活相談員を居宅介護支援事業所の管理者に配置換えした。
管理者である☆☆☆☆は、介護支援専門員としての実務経験（専任（常勤・専従））は、３年であり、主任介護支援専門員研修の受講資格が得られるまでには、あと２年の実務が必要である。
令和５年度には、主任介護支援専門員研修を受講できるため、管理者を介護支援専門員とする要件について、３年間の猶予がほしい。
　なお、業務管理や人材育成促進のため、引き続き、主任介護支援専門員または実務経験５年以上の介護支援専門員を募集し、猶予期間を待たずに、主任介護支援専門員が配置できるよう努力していきます。




※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

令和　３年　５月＊＊日（法 人 名）　社会福祉法人　○○会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）　理事長　◇◇　◇◇
※　変更届出書に添付してください。
	参　考


事務連絡
令和３年４月２３日

居宅介護支援事業所　管理者様

揖斐広域連合介護保険課長


居宅介護支援事業所の管理者の資格要件等について


　日頃は、介護保険行政にご理解とご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。
　令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとする基準の改正がありました。
　揖斐広域連合において、管理者である主任介護支援専門員に、不測の事態が起きた場合の取扱いについては、以下のとおりとしますので、適正な運営をしていただきますようよろしくお願いいたします。

記

１．基準について
・居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならない。
　（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第３条第２項）

・ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を管理者とすることができる。
　（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第３条第２項）
⇒　令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件を猶予することとする。
　　　業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。
　　（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について第２-２-（２））

２．主任介護支援専門員に不測の事態が起きた場合
　・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
　・急な退職や転居　等
　　この場合、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、今後の「管理者確保のための計画書（別添）」を揖斐広域連合に届け出ることによって、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予する。
　　また、揖斐広域連合の地域に介護支援専門員が不足しているために、実際に一部の居宅介護支援事業所に取扱件数を超える負担がある現状を踏まえ、利用者保護の観点から、この猶予期間を延長することができることとします。
　　ただし、揖斐広域連合における猶予期間の延長は、以下の条件とする。
　　・業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、引き続き、主任介護支援専門員の確保に努力すること。（猶予期間を待たずに、主任介護支援専門員を配置するよう努力すること）
　　・猶予の延長期間については、６から管理者である介護支援専門員が、専任（常勤・専従）の介護支援専門員として従事した年数（管理者就労時における実務経験年数）を差し引いた数の年数とする。
　　　※主任介護支援専門員研修の受講資格は、専任（常勤・専従）の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年（６０か月）以上である方とされている。
　　　例１）専任（常勤・専従）の実務経験が、１年の場合
　　　　　　６－１＝５　⇒　猶予期間は、５年とする。
　　　　　　※管理者就労４年後に、通算実務５年となり、主任介護支援専門員研修の受講資格が得られるため、１年以内に受講してください。
　　　例２）専任（常勤・専従）の実務経験が、３年６か月の場合
　　　　　　６－３．５＝２．５　⇒　猶予期間は、２年６か月とする。
　　　　　　※管理者就労１年６か月後に、通算実務５年となり、主任介護支援専門員研修の受講資格が得られるため、１年以内に受講してください。
　<介護保険最新情報Vol.843>





	【お問い合わせ先】
〒501-0603　揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐広域連合介護保険課
ＴＥＬ　０５８５－２３－０１８８
ＦＡＸ　０５８５－２１－０１２６
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　nukumori-kaigo＠ibikoiki.jp







